
 

 

 提案番号１ 令和 7 年市長と語る！ふれあいミーティング

 
会　　場 加治東地区行政センター

 　日　　時 令和 7 年４月１０日（木）午後７時～

  

 

提 

 

案 

 

内 

 

容 

 

投票所が一つなくなってしまったので、復活させてほしい。

  

 

 

回 

 

答 

 

 

 

　旧岩沢北部土地区画整理事務所の投票所は廃止とさせていただきました。投

票所の所管は選挙管理委員会となり、検討はしているところですが、新たな投

票所の設置期限について、お答えすることは難しい状況です。

 対応状況欄

 令和 7 年７月１日現在 会場で回答済み
 



 

 提案番号２ 令和 7 年市長と語る！ふれあいミーティング

 
会　　場 加治東地区行政センター

 　日　　時 令和 7 年４月１０日（木）午後７時～

  

 

提 

 

案 

 

内 

 

容 

 

　加治東小学校のおひさま学級の児童が授業中に学校の器物を壊したり、教師

へ暴力をふるったりしている。学校も児童の対応に苦慮しているが、保護者は

同校への登校継続を希望している。本来は特別支援学校への登校が適当だと考

えられるが、保護者を説得できないか。

  

 

 

回 

 

答 

 

 

 

 

現在、教育委員会と学校で連携して取り組んでおり、保護者、学校、教育委

員会で検討を進めているところです。今後も指導主事を送るなどして対応して

いきます。

 学校教育課の対応状況欄

 令和 7 年７月１日現在
 【学校教育課】 

　　提案者に対し、保護者と合意形成を図った上で就学先（特別支援学校を含め）

を決めていくことになるので、説得はできないということを説明し、ご理解いた

だきました。今後、保護者からの希望があった際に、スムーズに就学に向けた対

応が進められるよう、学校と教育センターも連携を図りながら対応を進めていき

ます。また、介助員を増員し人的な体制を整えたこともお伝えしました。 

 

 

 

 

 



 

 提案番号３ 令和 7 年市長と語る！ふれあいミーティング

 
会　　場 加治東地区行政センター

 　日　　時 令和 7 年４月１０日（木）午後７時～

  

 

提 

 

案 

 

内 

 

容 

 

不登校児童が増加している。市は居場所にこだわり過ぎている感がある。学

校への行きやすさを追求し、不登校児童を減らす工夫が必要ではないか。

  

 

 

回 

 

答 

 

 

 

 

　市内小学校に 3 箇所、中学校に 5 箇所、校内教育支援センターを設置する

など、現在も学校がチームとなり対応しているところです。不登校児童生徒が

急増している中、昨年度は前年度比 8 名の増に留めることができ、新たな不

登校児童を出さないよう取り組んだ成果だと考えております。 

　貴重なご意見として承り、今後の参考とさせていただきます。

  学校教育課の対応状況欄

 令和 7 年７月１日現在
 【学校教育課】 

　　提案者に対し、飯能市においても不登校対策は喫緊の課題であり、ＳＳＲ（居

場所づくり）等を含めた対応を進めていることと、保護者交流会を実施し、保護

者同士のつながりを持てる機会を設けることで対応を進めていることを報告し

ました。 

提案者は東京都において、不登校支援をしている事情もあり、今後都内の不登

校対策で効果的と考えられるものがあれば、飯能市にも情報提供を行い、飯能市

の不登校対応の手立てとして活用していただきたいとお話がありました。 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 提案番号４ 令和 7 年市長と語る！ふれあいミーティング

 
会　　場 加治東地区行政センター

 　日　　時 令和 7 年４月１０日（木）午後７時～

  

 

提 

 

案 

 

内 

 

容 

 

清掃活動、防犯パトロール、見守り活動、災害への備えなど、自治会では非

自治会員も対象とした活動を行っているため、非自治会員も対象に含めて自治

会委託金を支給していただけないか。 

　

  

 

 

回 

 

答 

 

 

 

 

参考意見として承ります。

 自治振興課の対応状況欄

 令和 7 年７月１日現在
 【自治振興課】 

　　提案者からは、加入している人の負担が大きすぎ、自治会に加入するメリット

が感じられない。また、非自治会員を対象とした自治会委託金の支給は無理であ

ることはわかっていて言わせていただいた。とご意見をいただきました。 

　　それに対し、自治会加入のメリットについてのしっかりとした周知及び自治会

の負担軽減を図ることについて、お話させていただきました。 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 提案番号 5 令和 7 年市長と語る！ふれあいミーティング

 
会　　場 加治東地区行政センター

 　日　　時 令和 7 年４月１０日（木）午後７時～

  

 

提 

 

案 

 

内 

 

容 

 

  自治会員と非自治会員の税負担の差を設けるべき。

  

 

 

回 

 

答 

 

 

 

 

参考意見として承ります。

 自治振興課の対応状況欄

 令和 7 年７月１日現在
 【自治振興課】 

　　提案者に対し、市税として自治会員、非自治会員とで税額に差をつける定めが

無いことからご提案の税額の差をつけることはできない旨回答させていただと

ころ、了承していただきました。また、提案者からは自治会員と非自治会員で税

額に差をつけるのは難しいことはわかっていたが、地域には、自治会には入らな

い方が良いとの雰囲気がある。高齢化により自治会活動ができなくなっている方

が増えている。この問題に本腰を入れて取り組む時が来ていると思うとお話があ

りました。 

 

 

 



 

 

 提案番号６ 令和 7 年市長と語る！ふれあいミーティング

 
会　　場 加治東地区行政センター

 　日　　時 令和 7 年４月１０日（木）午後７時～

  

 

提 

 

案 

 

内 

 

容 

 

  久下六道線 16m の拡幅工事は、総工事費も 30 億程度になると聞いてい

る。今必要なものなのか、見直してほしい。

  

 

 

回 

 

答 

 

 

 

 

現在まで何度も説明会を開催するなど、色々な角度から検討を重ね、都市計

画決定された幅員 16m で進めているところです。 

　現在、幅杭設置を進めていますが地権者からの反対の声は出ていません。現

行計画どおり進めていく予定ですので、ご理解いただければと存じます。

 街路整備課の対応状況欄

 令和 7 年７月１日現在
 【街路整備課】 

　　今回、整備を進めている久下六道線は、飯能駅前通り線交差点から飯能郵便局

までの区間を幅員 16ｍで計画していますが、本路線の全体区間は飯能郵便局の

東側にある西武鉄道池袋線及びＪＲ八高線の踏切を横断し、六道交差点を経由し

たのち、入間市との行政界（衣料店付近）までを一つの路線として位置づけてい

ます。踏切から東側についても、計画幅員を 16ｍとして、主に土地区画整理事

業を実施する中で道路拡幅を行っています。 

　　令和 3 年度から地元の方に説明会や意見交換会等を開催するなど、事業実施に

向けた合意形成に努め、令和 6 年度に整備方針を報告した上で、地元の方の協力

をいただきながら、測量作業に着手することができました。この際、土地所有者

の立会いのもと、土地境界立会いを実施し、併せて、本事業へのご意見等をお伺

いしたところ、現地に道路計画線を示して欲しい、今後の事業スケジュールを教

えて欲しい、といったご意見が多かったところです。 

　　事業費については、補助対象事業費の 1/2 が国庫補助金となるので、この財

源をいただきながら実施していくことを計画しています。 

　　



 
 
 
 

 提案番号７ 令和 7 年市長と語る！ふれあいミーティング

 
会　　場 加治東地区行政センター

 　日　　時 令和 7 年４月１０日（木）午後７時～

  

 

提 

 

案 

 

内 

 

容 

 

  ソフトバンク店舗脇の市道が相互通行になったが、国道 299 号との交差点

に信号機を設置してほしい。 

また、双柳岩沢線、東側はいつまでに開通するのか。 

　

  

 

 

回 

 

答 

 

 

 

 

信号機の設置については、警察の管轄となるため、はっきりとした回答はで

きかねます。 

現在、双柳岩沢線については、東幹線まで開通しているところですが、その

先の元加治駅までは未だ読めない状況となっています。今後も区画整理事業の

中で実施していきます。

 区画整理課の対応状況欄

 令和 7 年７月１日現在
 【区画整理課】 

　　提案者に対し、信号機の設置については、道路拡幅計画の際に警察と相談して

おり、警察では、一時停止を継続し、交通実態を踏まえて規制方法をみていくと

の考えを持っている旨、回答させていただきました。 

　　また、双柳岩沢線の延伸については、今年度以降に測量設計を予定しており、

測量が完了したら移転等の規模が分かってくるので、全体像がはっきりした際に

目標年度を定める旨、回答させていただきました。 

 

 

 

 

 


